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　身体・知的・精神に障がいのある方が利用する軽自動車は、申請により軽自動車税が免除される場合が
あります。※申請は毎年必要です。

対象となる車
①ご本人が運転する車
②ご家族などが運転する車
③介護のために使う車
※減免は 1 人 1 台まで

対象となる方
各種障がい者手帳をお持ちの方

（等級など条件があります）

申請期間
5 月 2５ 日（月）まで
※期限を過ぎると申請できません

申請手続きに持参するもの
①納税通知書
②車検証
③障がい者手帳
④運転される方の運転免許証
⑤納税通知書に記載されている方の
　マイナンバーカードもしくは通知
　カード

その他
車いす昇降装置など特別な装置
付き車両は、申請により減免を
受けられる場合があります。

問税務課 ［町民税係］   ☎ 7-1082

障がい者の区分 障がいの級別
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

下 肢 不 自 由 ● ● ● ● ● ●
体 幹 不 自 由 ● ● ● ●
視 覚 障 害 ● ● ● ●
聴 覚 障 害 ● ●
平 衡 機 能 障 害 ● ●
音 声 機 能 障 害 ●※

上 肢 不 自 由 ● ● ●
乳幼児期以前の
非進行性脳病変に
よる運動機能障害

上肢機能 ● ● ●

移動機能 ● ● ● ● ● ●
心 臓 機 能 障 害 ● ● ●
じん臓機能障害 ● ● ●
呼吸器機能障害 ● ● ●
ぼ う こ う・
直腸の機能障害 ● ● ●

小腸の機能障害 ● ● ●
ヒ ト 免 疫 不 全
ウィルスによる
免 疫 機 能 障 害

● ● ● ●

肝 臓 機 能 障 害 ● ● ● ●

療 　育 　手 　帳

A判定 B判定

● ●

精神障がい者福祉手帳

１級 ２級 ３級

● ● ●

※（咽喉摘出による音声機能障害がある場合に限ります）

詳しい条件や手続きは
右記コードから町ホームページへ→

身体などに障がいのある方の軽自動車税の減免について

森町HP

各課からのお知らせ
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　町では、防災意識と地域防災力の向上を目的に、
町内会や企業、団体などを対象とした出前講座を
実施します。災害リスクを確認し、日頃の備えを
見直しましょう。あわせて意見交換会の開催希望
も受け付けています。

■防災出前講座 
内容　講話（大雨・地震・津波・火山など）、  
         避難所運営訓練（図上訓練）、防災用品の 
         展示・紹介 ほか 

■防災意見交換会 
内容　町の防災に関する動向・情報提供と意見交換

■出前講座・意見交換会の申込方法等
対象　町内会、町内企業、町内在住者で構成され
　　　る団体・グループ
会場　申込者が希望する町内の会館等
費用　無料
申込　随時（開催希望日の概ね1か月前までに、
　　　電話でお申し込みください。）

問防災交通課 ［防災係］ ☎7-1282

　町では監視カメラの設置や港内パトロールを行
っていますが、ごみのポイ捨てや不法投棄が後を
絶ちません。雪解けとともに、冬の間に捨てられ
たと思われるごみも多く見つかっています。
　不法投棄やポイ捨ては法律で禁止されており、
違反すると5年以下の懲役または1,000万円以下

（法人は3億円以下）の罰金などが科されます。
　港のごみは、漁業者や近隣住民の迷惑になる
だけでなく、海へ流れ出て海洋環境にも悪影響
を与えます。漁港・港湾はみんなで使う公共の
場所です。一人ひとりがマナーを守り、きれい
な港を守りましょう。

皆さまへのお願い

・不法投棄を見かけたら、安全を確保した上で人
　物の特徴や車のナンバーなどを記録し、警察
　または町へ連絡してください。
・港内でのポイ捨てや不法投棄は絶対にやめまし
　ょう。

問水産課 ［水産係］  ☎7-1087

ごみのポイ捨て・不法投棄は犯罪です

　森町にお住まいのみなさんを対象に戸別受信機
を貸与しております。
初めての設置・・・無償で貸与します
２台目以降、事業所での設置・・・有償（補助あり）

本体価格88,000円 → 補助金44,000円あり

※戸別受信機の設置工事を希望する方は、防災交
　通課窓口にて申し込みください。

問防災交通課 ［防災係］ ☎7-1282

障がい者雇用を支援します

　町では、障がいのある方を新たに雇用した事業
者を対象に、補助金を交付しています。

補助内容
・正規雇用　対象者１人につき月額30,000円
・臨時雇用　月額15,000円
　　　　　　※補助期間は最長2年間
対象事業者
・町内に事務所を有する事業者
・雇用保険適用事業主
・町税等の滞納がないこと など
対象となる障がい者
　町内在住で、障害者手帳等を
お持ちの方（身体・知的・精神）

問保健福祉子育て課 ［障がい者支援係］☎7-1085

防災行政無線戸別受信機の貸与について

　
防災出前講座・意見交換会のご案内

漁港・港湾をきれいに使いましょう

制度の詳細・申請方法は
右記コードから町HPへ→ 森町HP

各課からのお知らせ



MORI　2026.5 MORI　2026.5 //  1414

町営住宅入居者を募集します

　町では、次のとおり町営住宅入居者を募集します。

　募集期間／令和８年５月７日（木） ～令和８年５月１８日（月）

　募集期間以外及び、土・日・祝日の受付は行っておりません。

＜公営住宅＞

入居条件
　政令月収が158,000円以下ほか両団地とも月収以外にも各種条件があります。
　詳しくは役場１階ロビーや役場建設課窓口、支所へ募集期間中のみパンフレットを設置しますのでご覧
ください。
家賃
　入居者の収入により家賃欄の範囲内の金額で決まります。また、記載の額に加えて共益費2,000円

（みどりヶ丘団地15号棟は2,500円）、駐車場を利用される場合は1区画につき1,000円、度杭崎団地のみ
水道施設使用料を別で徴収しております。詳しくは右記コードからご確認ください。　

 問建設課[公営住宅係]☎7-1285

団地名称 家賃帯
（円）

給湯器
タイプ

エレベーター
有無 住居タイプ 件数

１ みどりヶ丘団地 22,000～32,700 ガス なし 一般タイプ
２F、３LDK １

２ みどりヶ丘団地 22,000～33,700 ガス なし 一般タイプ
２F、３LDK １

３ みどりヶ丘団地 22,000～32,700 ガス なし 一般タイプ
3F、３LDK １

４ みどりヶ丘団地 15,300～22,800 ガス なし 高齢タイプ
1F、2LDK 1

５ みどりヶ丘団地 24,100～35,900 電気 なし 一般タイプ
２F、3LDK １

６ みどりヶ丘団地 24,100～35,900 電気 なし 一般タイプ
2F、3LDK １

7 みどりヶ丘団地 24,100～35,900 電気 なし 一般タイプ
3F、3LDK １

8 度杭崎団地 23,000～34,300 灯油 なし 一般タイプ
2F、3LDK １

認知症サポーター養成講座開催のご案内

　認知症を正しく理解し、本人や家族を見守る応援者を養成します。

日時　５月 ２８ 日（木）１３：３０ ～ １５：００（受付 １３：００ ～） 
場所　森町役場 新棟１階会議室 
申込期限　５月 ２１ 日（木）まで 

申込・問い合わせ　地域包括支援センター　☎ 3-2322

参 加 費

定員１０名
無 料

認知症の基礎知識と接し方の
お話をします。
筆記用具をお持ちください。

森町HP

各課からのお知らせ
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URL : https://www.shinkin.co.jp/oshima/

本店営業部 電話：（０１３７４）2-2025
　　　本部 電話：（０１３７４）2-2024

問役場企画振興課広報広聴係☎⑦１２８３

広報紙、公式ホームページに
　
掲載しませんか？まずはお電話を！

詳しくはホームページからもご覧いただけます。
https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/

広報紙、公式ホームページに
　
掲載しませんか？まずはお電話を！
有料広告

金額は、広報紙２分の１段・
ホームページ (バナー ) の金額です。

年３回（３ヶ月）
通常￥30,000→¥28,500

5%OFF

　ワンちゃんとの暮らしには、法律で定められ
た3つの義務があります。地域社会の安全のため、
必ず守りましょう。

飼い主さんの３つの義務

　狂犬病は、発症すると治療法がなく、人にも
感染する恐ろしい病気です。以下のルールを必
ず守りましょう。 
①登録（一生に一度）・・・・・・・3,000円 
②狂犬病予防注射（毎年一回）・・・3,240円 
③鑑札・注射済票の装着

令和８年度 集合注射を実施します 

日程　５月２６日㈫～３０日㈯
接種方法　対象者に案内を送ります。
　　　　　案内を持参し会場にお越しください 
※動物病院でも接種できます
※日程・会場の詳細は下記コードから町HPをご
　確認ください。 
 

こんな時は届出が必要です 

飼い主や住所が変わったとき
　転居先の市区町村へ。 
愛犬が亡くなったとき
　登録を抹消する手続きが必要です。

問住民生活課 ［住民年金係］    ☎7-1084
　

犬を飼っている方へ 
①糞尿の後始末は飼い主の最低限のマナーです。
　道路、公園などの公共の場所、私有地などを
　汚すことはやめましょう。 
②ノーリードは禁止です。散歩中はリードを短
　く持ち、制御できるようにしましょう。 
 
猫を飼っている方へ 
①室内飼育に努めましょう。交通事故や病気、　
　近隣トラブルを防ぐためにも室内で飼うこと
　が推奨されています。 
②不妊・去勢手術を。望まない繁殖を防ぎ、穏
　やかに暮らせるようにしましょう。 
③名札やマイクロチップを。迷子になっても帰
　ってこれる対策を忘れずに。 
 
 野良猫に餌を与えている方へ 
①無責任な餌やりはやめましょう。餌をあげる
　なら、フンの清掃や不妊・去勢手術を行い、　
　最後まで責任を持つことが不可欠です。 
②置き餌は厳禁。熊やアライグマを寄せ付ける
　原因になります。

愛護動物の虐待・遺棄は「犯罪」です！
　愛護動物を虐待したり、捨てたり（遺棄）す
ることは、法律で厳しく罰せられます。 

問住民生活課 ［住民年金係］    ☎7-1084
　

愛護動物の飼育マナーを守りましょう 愛犬登録と狂犬病予防注射を忘れずに

森町HP

各課からのお知らせ


